救急章報告書
（平成19年3月31日まで有効な細目による）
日本ボーイスカウト富山県連盟　　　　第　　　団　　　　スカウト隊

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1)ボーイスカウト救急法講習会，または日本赤十字社の行う救急法救急員養成講習会を修了する。
　

日本ボーイスカウト富山県連盟においては，「技能章（救急章）講習会」の修了と，消防署が行う「普通救急救命士講習会（心肺蘇生法を含む）」の修了を合わせて，ボーイスカウト救急法講習会修了とする。（平成19年3月31日まで有効）
　＜該当の修了証のコピーを貼付＞

(2)電話で救急車を要請するときの通話の仕方を実演するか，説明できる。

通話の仕方

	行うこと
	注意事項

	
	


(3)隊の救急箱を整備するとともに，キャンプでの救護係を通算3日以上担当した経験を有すること。
救急箱を点検するときの注意事項

	


救急箱の収納物
	品目
	個数
	品目
	個数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


キャンプでの救護係

	期間
	日数
	場所
	参加人数
	応急手当内容

	　　　年　　月　　日

～　　　年　　月　　日
	
	
	
	

	　　　年　　月　　日

～　　　年　　月　　日
	
	
	
	


上記の通り担当したことを証明する　隊長サイン　　　　　　　　　　　　　　　
